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秘密保護法　その後　―廃止する世論をー　　　　　　　　　

ｐ安倍政権が、昨年１２月に国民の強い反対を押し切って成立させた秘密保護法の年内施行に向け、７月１７日に秘密保護法の運用指針について議論する有識者会議「情報保全諮問会議」（座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長・主筆）が開かれ、政令・運用基準などの素案が提示されました。　　　　　　　　　　　　　　ｐ秘密保護法は、防衛、外交などの行政情報について、政府が「安全保障に支障がある」と判断すれば「特定秘密」に指定し、国民の「知る権利」を奪うことになる希代の悪法です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「特定秘密」を指定する目的に『その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため」（第３条）と明記しているように、有事のための法律です。安倍政権は昨年１２月に内閣に事実上の「戦争司令部」というべき国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）を設置する法案と一体で秘密保護法案を提出し、満足な審議もないまま、国会内外の反対を押し切って成立を強行しました。憲法を踏みにじって集団的自衛権の行使を認め、日本を海外で「戦争する国」にしようとする動きとも軌を一にしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ運用基準では、法律で防衛、外交など４分野２３項目に分類していた「特定秘密」の対象となる情報を５５項目に細分化し、「透明性」を高めたとしています。しかし、対象分野を細分化したといっても、たとえば法律の別表で「自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究」となっていた項目が「自衛隊の訓練又は演習」「自衛隊の情報収集・警戒監視行動」「自衛隊法に規定する自衛隊の行動」などとされただけで、とても具体的になったとも範囲を限定したともいえません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍政権は政令と運用基準を形ばかりの意見公募（パブコメ）を行なって秋にも正式に閣議決定、年内に秘密保護法を施行しようとしています。　　　　　　　ｐ秘密保護法を阻止・廃止する世論と運動がいよいよ重要になってきました。
秘密保護法成立後の主な経過と今後の動き

２０１３年１２月６日　　秘密保護法が成立

２０１４年１月１７日　　第１回情報保全諮問会議（これより水面下で議論）

７月１７日　　第２回情報保全諮問会議で政令・運用基準（案）を了承
７月中にも　　政令・運用基準（案）のパブリックコメント実施（１カ月間）

今秋　　政令・運用基準を閣議決定　　年内　　秘密保護法の施行
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）
総合計画　何故、作成を急ぐのか（市民的論議を）
７月１７日まで桑名市「総合計画」案のパブリックコメントが募集されました。

これに並行して、議会には、総合計画検討協議会が設置されて論議が始まっています。パブコメに出された案は７月１７日のパブコメ終了後はＨＰから削除され、見る事が出来なくなりました。議員に配られた案は別のもので、新しく、カルタと施策を表すイラストが追加挿入され、文章が一部変更になっていました。違った資料で論議をする変な状況が作り出されています。全員参加型（？）で、すすめてきたと言いますが、果たして、どれ位の市民が知っているのでしょうか？

「総合計画」は、伊藤市長が選挙で公約した「７つのビジョン」を基にして平成２７年度から１０年間のまちづくりの方向性を示すものです。

「７つのビジョン」とは、① 中央集権型から全員参加型の市政に　② 命を守ることが最優先 　③ こどもを３人育てられるまち 　④ 世界に向けて開かれたまち　⑤ 地理的優位性を活かした元気なまち 　⑥ 桑名をまちごと「ブランド」に　⑦ 納税者の視点で次世代に責任ある財政に（行財政改革）でありますが、選挙で勝ったからと言って、市民がこのビジョンをまるまる認めた訳ではなく、これで良いのかの論議から始める必要があります。

何故、急いで９月議会で決めるのか。議会も協力する姿勢です。
現在ある総合計画の後期計画は、伊藤市長も議員として加わり賛成したもので平成２８年までの物です。これを充分検証しながら、１１月の市議会選挙が終わってから、新しいメンバーで論議をしたらどうなのでしょうか。

伊藤市長の横暴さが垣間見られるところです。

私は、総論的に以下の７つと１００項目に及ぶ意見・質問を提出しました。

（１）今までの総合計画（最近では後期計画）に対する総括がない。

（２）「中央集権型の市政」でなく「全員参加型の市政」と謳っているが、「市が考え、取り組むこと」「市民が受け止め、行動すること」は、国・県からの干渉は阻止しようとしているが、市内部では桑名市の中央集権の確立ではないか。

（３）７つのビジョンは、伊藤市長の選挙時の公約であり、市民が認めたものではない。これを強制的に展開させるのは市長の横暴である。市民は、選挙で伊藤市長を選んだが、７つのビジョンをすべて認めた訳ではない。謙虚さがない。

（４）「どこでも市長室」「市長カフェ」は、対象が限定されており、公平・公開性に欠けるのではないか。前市長の行っていた事の名称変更に過ぎない。

（５）全員参加型と言うが、実質何名の市民が参加してきたか（延数ではなく）。

（６）総合計画案が作成されていると言う市民の認知度はどれ位か。

（７）総合計画案の段階で市民説明会を何故行わないのか。
政務活動費について
１、桑名市議団は昨年度２人で１０８万円を使用しました。
ｐ地方議員に支給される政務活動費（旧政務調査費）で、議員としての活動とは思えない小説本や備品を買う悪弊が後を絶たないと指摘されています。
ｐ桑名市は議員の所属する会派に、１人当たり月に５万円(兵庫県は５０万円)給付しています。私たち桑名市議団は有効に活用させて頂いています。
ｐ次回発行のくわな市議会だより第１０号に各会派の使途状況が報告されます。
ｐ桑名市議団は昨年度２人で１２０万円を受け取り、１０８万円使用しました。広報・広聴費に４２万円、研修費に２８万円、事務費に２５万円、資料購入費に５万円、調査研究費に４万円、資料作成費に３万円と言う内訳です。詳細は公開され、議会事務局で誰でも見る事が出来ます。総てに領収書が添付されており、出張等には報告書をつけています。　　　　　　　　　　　

２、号泣県議―ひとごとではないです（朝日新聞社説より）　　　　　　　　　
ｐ兵庫県では、公金で不明朗な出張を繰り返したと指摘された県議が筋道の通らぬ釈明を繰り返して号泣。会見映像はネットで瞬時に拡散した。これほど話題になったのは、いずれも常識からかけ離れた行為だったからだろう。目的の説明できない出張で領収書もなく経費を請求する会社員がいるだろうか。
　だが地方議会では珍しくないことだ。兵庫県議が使った政務調査費は、議員活動と関係あるとは思えぬ小説や備品を買う悪弊が後を絶たない。　　　　　　　　　　　
ｐ住民の身近な代表であるはずの地方議会が、なぜこれほど世間とずれているのか。地方議会の役割は重みを増す一方だ。今後は都市、地方にかかわらず人口も税収も減る。身近な行政サービスも削らねばならない。介護も全国一律のサービスが受けられる時代から、自治体で差がつく時代になる。
ｐ予算をどこに使い、どこを削るのか。決定権を持っているのは、地方議会である。だが地方選の投票率は下がる一方だ。国の調査では、多くの人が「活動の内容が伝わらない」と不満を訴えた。わからないから無関心になる。関心を持たれないからサボったり不正を働いたりする議員が現れる。ますます住民の不信が募る。この悪循環を絶たねばならない。
ｐ改革に取り組む議会もある。議会をネットで公開する。議案ごとに個々の議員の賛否を明確にする。首長が反問したり議員同士が議論したりして会議を活性化する。請願した住民が議会で意見を言えるようにする。（桑名市議会は拒否をした。）　　
　厳しい財政事情を反映し、議員の数は減り続けている。人口急減時代、議会を使いこなせぬ地域からは人が逃げていくかもしれない。他議会の惨状を笑っている場合ではない。
生存権裁判　生活保護費減額は違法「生存権がみえる会」
いよいよ、８月１日提訴です。
弁護団長は石坂弁護士（三重合同法律事務所）に依頼。原告団の数は２８名（桑名７名、四日市１名、津１２名、伊勢１名、松阪７名）の予定。
当日のスケジュールは下記の通りです。
１２：５０　津地方裁判所前集合（津市役所近く）
１３：００　津地裁に提訴（裁判所に集団で入っていく）
１４：００　記者会見（場所は未定）予定
今年２月に行われた全国初の佐賀県での１４人の集団提訴の報道記事。
生活保護利用者に対する、生活保護費の引き下げにより、最低限度の生活が送れなくなったとして、佐賀県

HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/有田町.html" \o "有田町のトピックスを開く"有田町と佐賀市に住む４０～７０代の男女１４人が２月２５日、それぞれの保護費の受給額を決定した県や佐賀市を相手取って、引き下げの取り消しを求める訴えを佐賀地裁に起こしました。弁護団によると、生活保護費引き下げの取り消しを求める集団提訴は全国初という事です。
国は、生活保護費のうち食費や光熱費に当たる生活扶助部分の基準を引き下げて、昨年８月から２０１５年４月にかけて３段階で６７０億円分を削減する方針です。厚生労働省によると、引き下げに対する受給者から行政への不服申し立ては１月末で１万３千件近くに達しました。新年度には、申し立てを棄却された受給者の一部が集団訴訟を起こす方向で、支援団体などが呼びかけており、全国的な集団訴訟に発展する見込みです。
リニア中央新幹線 桑名市内も地下を走る。国土交通相、建設を容認
　２０２７年開業を目指すリニア中央新幹線の環境影響評価（アセスメント）について、太田国交相は１８日、ＪＲ東海に意見書を出した。発生残土の有効利用や地域住民への説明、河川への影響回避など８項目の措置を求めたが、抜本的な計画見直しは求めておらず、事実上、建設を容認する内容でした。ＪＲ東海は１０月着工に向けて、手続きを加速させる構えです。
ｐＪＲ東海は国交相の意見を受けて評価書を補正、再提出するとともに、１カ月間の「縦覧」で周知し、補正から間を置かずに工事実施計画を国交相に申請する考えで、国交省鉄道局も「申請があれば受理する」としています。
集団的自衛権　　安倍首相の国内外での発言が違う（二枚舌）　　

ｐ安倍首相は７月１日の日本での記者会見では、「現行の憲法解釈の基本的考えは、今回の『閣議決定』でも何ら変わることはない」と強調していました。政府・内閣官房の「一問一答」（５日発表）も「閣議決定」について「いわゆる解釈改
憲ではない」と主張しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｐオーストラリアなど３カ国を訪問した安倍首相は、各国で、自らが掲げる「積極的平和主義」と集団的自衛権行使容認に向けた「閣議決定」について説明をし、「安全保障の法的基盤を一新した」などと発信しています。国内での発言とは大きく違っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ８日のオーストラリア連邦議会での演説では、「なるべくたくさんのことを諸外国と共同してできるように、日本は安全保障の法的基盤を一新しようとしている。法の支配を守る秩序や、地域と世界の平和を進んでつくる一助となる国にしたい」と語り、集団的自衛権の行使にむけた憲法解釈変更の「閣議決定」を誇示しました。
Ｎｏ．２１５　　　　２０１４年　７月　２４日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５




































































日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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